
下
田
お
も
て
な
し
プ
ロ
グ

ラ
ム
参
加
者
募
集

出
生
応
援
支
援
金
を

給
付
し
ま
す

元
気
な
歯
を

残
し
ま
し
ょ
う

全
国
地
域
安
全
運
動
を

実
施
し
ま
す

献
血
の
お
し
ら
せ

市県民税　　　　　３期
国民健康保険税　　６期
介護保険料（普徴）４期
後期高齢者保険料（普徴）
　　　　　　　　　３期

10月の納税
納期は
【納期は 11月 2 日（月）】

※納期内に納めましょう
※納税は便利な口座振替で
※口座振替は残高確認を！

自衛官募集中 !
問合せ先　自衛隊静岡地方協力本部
伊東地域事務所　☎０５５７－３７－９６３２

　

市
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

子
育
て
世
帯
へ
の
生
活
支
援
と
し

て
、
出
生
応
援
支
援
金
を
給
付
し

ま
す
。

　

特
別
定
額
給
付
金
の
基
準
日
以

降
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
保
護
者

へ
給
付
す
る
も
の
で
、
給
付
を
受

け
る
場
合
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象

令
和
２
年
４
月
28
日
～
令
和
３
年

４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
の

保
護
者
の
う
ち
、
次
の
２
つ
の
要

件
を
満
た
す
方

①
出
生
時
、
申
請
時
に
保
護
者
と

　

子
ど
も
が
と
も
に
下
田
市
に
住

　

民
登
録
が
あ
る
こ
と

②
出
生
か
ら
引
き
続
き
６
か
月
を

　

超
え
て
下
田
市
に
定
住
す
る
意

　

思
が
あ
る
こ
と

※

子
ど
も
が
生
ま
れ
て
か
ら
下
田

　

市
に
転
入
さ
れ
た
方
、
里
帰
り

　

出
産
等
で
一
時
的
に
下
田
市
に

　

住
民
登
録
が
あ
る
方
は
、
対
象

　

外
で
す
。

給
付
額

対
象
乳
児
１
人
に
つ
き
10
万
円

申
請
方
法

　

令
和
２
年
８
月
31
日
以
前
に
生

ま
れ
た
子
ど
も
が
い
る
世
帯
に
は

郵
送
で
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
の
で
、
申
請
が
お
済
み
で
な
い

方
は
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

令
和
２
年
９
月
１
日
以
降
に
生

ま
れ
た
子
ど
も
が
い
る
世
帯
に
は
、

出
生
届
の
提
出
時
に
福
祉
事
務
所

で
手
続
の
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
手
続
を
し
て
い
な
い
方
は
、

福
祉
事
務
所
で
申
請
手
続
を
お
願

い
し
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

　
　
　

（
窓
口
⑥
）☎
㉒
２
２
１
６

　

市
内
観
光
施
設
・
観
光
イ
ベ
ン

ト
等
を
実
際
に
見
学
・
体
験
し
て

も
ら
い
、
日
々
変
化
す
る
「
下
田

の
観
光
」
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た

め
の
研
修
で
す
。

　

知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
か

っ
た
下
田
の
魅
力
を
再
認
識
し
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

日
時　

11
月
５
日
（
木
）

　
　
　

８
時
40
分
～
17
時

集
合
場
所　

道
の
駅
開
国
下
田
み
な
と

４
階
会
議
室
３

内
容　

講
習
の
受
講
、
市
内
の
観

光
施
設
見
学　

参
加
費　

無
料
（
昼
食
は
各
自
負

担
。
下
田
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
加
盟
店

で
食
事
し
て
く
だ
さ
い
）

募
集
締
切　

10
月
28
日
（
水
）

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　

拡
大
防
止
の
為
、
参
加
者
は
市

　

内
在
住
者
に
限
定
し
ま
す
。

※

定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り

申
込
・
問
合
せ
先

観
光
交
流
課
観
光
戦
略
係

　
　
　

（
窓
口
⑪
）☎
㉒
３
９
１
３

　

「
豊
か
な
人
生
を
過
ご
す
た
め
、

80
歳
に
な
っ
て
も
20
本
以
上
の
歯

を
保
と
う
」
と
い
う
８
０
２
０
運

動
を
積
極
的
に
啓
発
、
普
及
す
る

「
８
０
２
０
推
進
員
」
を
育
成
す
る

研
修
会
を
実
施
し
ま
す
。

　

研
修
受
講
者
に
は
８
０
２
０
推

進
員
認
定
証
及
び
推
進
員
バ
ッ
チ

を
贈
呈
し
ま
す
。

日
時　

12
月
１
日
（
火
）

　
　
　

９
時
45
分
～
12
時

場
所　

市
民
文
化
会
館
大
会
議
室

内
容　

子
ど
も
の
む
し
歯
か
ら
大

人
の
歯
周
病
ま
で
、
口
腔
ケ
ア
の

道
具
と
使
い
方

申
込
期
限　

10
月
30
日
（
金
）

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
健
康
づ
く
り
係

　
　
　
　

（
窓
口
⑤
）㉒
２
２
１
７

日
時　

11
月
６
日
（
金
）

場
所　

市
民
文
化
会
館　

駐
車
場

時
間　

10
時
30
分
～
16
時

種
類　

４
０
０
ml

問
合
せ
先

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

　
　
　

（
窓
口
⑥
）☎
㉒
２
２
１
６

　　

10
月
11
日
（
日
）
～
20
日
（
火
）

に
、
全
国
地
域
安
全
運
動
を
行
い

ま
す
。
警
察
を
は
じ
め
と
す
る
地

域
安
全
に
関
係
す
る
団
体
、
機
関

が
連
携
し
、
地
域
安
全
活
動
を
さ

ら
に
強
化
し
、
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に

行
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　

下
田
警
察
署
で
は
、
子
ど
も
と

女
性
の
犯
罪
被
害
防
止
と
特
殊
詐

欺
被
害
防
止
、
侵
入
盗
の
被
害
防

止
を
重
点
に
置
き
、
防
犯
活
動
を

行
い
ま
す
。

～
不
審
者
に
狙
わ
れ
る
の
は

　
　
　
　
　

独
り
で
い
る
と
き
～

・
な
る
べ
く
ひ
と
り
歩
き
せ
ず
防

　

犯
ブ
ザ
ー
を
持
ち
歩
こ
う
！

・
人
通
り
の
あ
る
明
る
い
道
を
歩

　

こ
う
！

・
買
い
物
や
散
歩
を
下
校
時
間
帯

　

に
合
わ
せ
る
な
ど
、
地
域
全
体

　

で
子
ど
も
た
ち
を
見
守
ろ
う
！

～
架
空
料
金
請
求
詐
欺
の

　
　
　
　
　
　
　

手
紙
に
注
意
～

　

管
内
で
東
京
法
務
管
理
局
等
を

装
っ
た
手
紙
が
多
数
送
ら
れ
て
い

ま
す
。

・
財
産
の
差
押
、
裁
判
と
き
た
ら

　

詐
欺
！

・
訴
状
や
答
弁
書
等
が
同
封
さ
れ

　

て
い
て
も
信
用
し
な
い
！

～
空
き
巣
・
忍
込
み
被
害
の

　
　
　
　
　

約
６
割
が
無
施
錠
～

・
外
出
時
は
も
ち
ろ
ん
、
就
寝
時

　

な
ど
の
在
宅
中
も
必
ず
カ
ギ
か

　

け
！

・
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
や
防
犯
砂
利
、

　

窓
に
取
り
付
け
る
補
助
錠
な
ど

　

の
防
犯
グ
ッ
ズ
を
活
用
し
よ

　

う
！

問
合
せ
先

下
田
警
察
署
管
内
防
犯
協
会

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉗
２
７
６
６
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第
16
回
伊
豆
大
特
産
市

開
催
中
止
の
お
し
ら
せ

自
賠
責
保
険
・
自
賠
責
共

済
の
ご
案
内

静
岡
県
最
低
賃
金
の

お
し
ら
せ

山
林
で
作
業
や
ハ
イ
キ
ン
グ

を
す
る
方
は
ご
注
意
く
だ
さ
い

公
益
財
団
法
人　

日
弁
連

交
通
事
故
相
談
セ
ン
タ
ー

に
よ
る
交
通
相
談

　

第
16
回
伊
豆
大
特
産
市
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
従
事
者
と
来

場
者
の
安
全
を
考
慮
し
て
中
止
し

ま
す
。

問
合
せ
先　

下
田
商
工
会
議
所

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
１
１
８
１

　

今
年
度
の
県
内
の
狩
猟
期
間
は

次
の
と
お
り
で
す
。

●
イ
ノ
シ
シ
と
ニ
ホ
ン
ジ
カ

　

11
月
１
日
（
日
）
～

  　
　

令
和
３
年
３
月
15
日
（
月
）

●
そ
の
他
の
狩
猟
鳥
獣

　

11
月
15
日
（
日
）
～

　
　

  

令
和
３
年
２
月
15
日
（
月
）

　

期
間
中
は
「
わ
な
」「
猟
銃
」「
網
」

を
使
用
し
た
狩
猟
が
行
わ
れ
ま
す
。

作
業
、
ハ
イ
キ
ン
グ
、
山
菜
摘
み

等
で
山
林
に
入
る
方
は
、
次
の
こ

と
に
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

☆
狩
猟
者
が
視
認
し
や
す
い
よ
う
、

　

目
立
つ
色
の
服
装
を
心
が
け
て

　

く
だ
さ
い
。た
だ
し
、白
色
（※

）

　

や
迷
彩
色
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

※

白
色
は
シ
カ
の
尻
と
同
色
の
た

　

め
、
狩
猟
者
に
誤
認
さ
れ
る
可

　

能
性
が
あ
り
ま
す
。

☆
ラ
ジ
オ
や
鈴
な
ど
音
が
鳴
る
も

　

の
を
携
帯
し
た
り
、
声
を
出
し

　

て
歩
い
た
り
す
る
な
ど
、
自
分

　

の
存
在
を
周
囲
に
知
ら
せ
る
よ

　

う
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

産
業
振
興
課
農
林
係

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
３
９
１
４

県
自
然
保
護
課

☎
０
５
４‐

２
２
１‐

３
３
３
２

　　

交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
は

年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

令
和
元
年
の
事
故
発
生
件
数
は
約

38
万
件
、
死
傷
者
数
は
約
46
万
人

と
、
国
民
の
誰
も
が
交
通
事
故
の

被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
り
得

る
極
め
て
深
刻
な
状
況
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

交
通
事
故
は
車
社
会
の
負
の
部

分
で
あ
り
、
被
害
者
に
と
っ
て
も

加
害
者
に
と
っ
て
も
悲
惨
な
結
果

を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
全
て

の
車
・
バ
イ
ク
１
台
ご
と
に
加
入

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
加
害

者
の
賠
償
責
任
を
担
保
す
る
こ
と

で
、
被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償
を

○
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
　

自
賠
責
保
険
・
自
賠
責
共
済

○
自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の

　

運
行
は
法
令
違
反
で
す
！

保
障
す
る
制
度
で
、
被
害
者
の
救

済
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

一
人
一
人
が
、
よ
り
一
層
自
賠

責
制
度
の
役
割
や
重
要
性
、
保
険

金
・
共
済
金
の
支
払
い
の
仕
組
み

な
ど
を
十
分
に
理
解
・
認
識
す
る

こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一

の
自
動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な

対
人
賠
償
を
目
的
と
し
て
、
自
動

車
損
害
賠
償
保
障
法
に
基
づ
き
、

原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
全
て
の

自
動
車
に
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
自
賠
責
保
険
・
共
済

な
し
で
運
行
す
る
こ
と
は
法
令
違

反
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

中
部
運
輸
局
旅
客
第
一
課

☎
０
５
２‐

９
５
２‐

８
０
３
５

　

今
年
度
の
静
岡
県
最
低
賃
金
は
、

改
正
さ
れ
ず
、
最
低
賃
金
額
は
、

時
間
額
８
８
５
円
（
昨
年
10
月
４

日
発
効)

の
ま
ま
と
な
り
ま
す
。

　

最
低
賃
金
は
、
静
岡
県
内
の
事

業
場
で
働
く
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ

イ
ト
等
含
む
）
全
て
の
労
働
者
に

適
用
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
特
定
の
産
業
に
は
、
特

定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

静
岡
労
働
局
賃
金
室

☎
０
５
４‐

２
５
４‐

６
３
１
５

　

弁
護
士
が
月
に
一
度
、
交
通
事

故
に
関
す
る
様
々
な
相
談
に
応
じ

ま
す
。
相
談
料
は
無
料
で
す
。

　

お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

日
時　

10
月
21
日
（
水
）

　
　
　

13
時
～
15
時
30
分

※

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
以
降
の
日

　

程
に
つ
い
て
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

場
所 

市
役
所
２
階
第
２
委
員
会
室

※

前
日
ま
で
の
予
約
制
で
、
30
分

　

ご
と
に
割
振
り
を
実
施
し
て
い

　

ま
す
（
最
大
５
件
）。

申
込
・
問
合
せ
先

静
岡
県
弁
護
士
会
沼
津
支
部

受
付
時
間　

９
時
～
正
午

　
　
　
　
　

13
時
～
17
時

☎
０
５
５‐

９
３
１‐

１
８
４
８
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